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Ⅳ 参考資料 

 

 

１ 長崎県医療安全相談センター協議会委員（五十音順） 

  （任期：平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 
  北 野 正 孝 （長崎県歯科医師会専務理事） 

   ◎ 小 林 正 博 （長崎県弁護士会） 

    三 田   徹  （長崎県医療政策課長） 

   ○渋 江 康 敏 （住民代表） 

  髙 原   晶  （長崎県医師会副会長） 

田 代 浩 幸 （長崎県薬剤師会副会長） 

  古 川   鶴 （住民代表） 

   ○森 崎 正 幸 （長崎県医師会副会長） 

    森 口 洋 子 （長崎県看護協会専務理事） 

               〔 ◎：委員長、 ○：副委員長 〕 

 

 

２ 苦情相談窓口（再掲） 
 
 長崎市医療安全相談窓口          ０９５－８２９－１５１６ 

 佐世保市医療安全支援センター     ０９５６－２５－９７２３ 

 西彼地域医療安全相談センター    ０９５－８５６－０６９１ 

 県央地域医療安全相談センター    ０９５７－２６－３３０４ 

 県南地域医療安全相談センター    ０９５７－６２－３２８７ 

 県北地域医療安全相談センター     ０９５０－５７－３９３３ 

 五島地域医療安全相談センター     ０９５９－７２－３１２５ 

 上五島地域医療安全相談センター    ０９５９－４２－１１２１ 

 壱岐地域医療安全相談センター     ０９２０－４７－０２６０ 

 対馬地域医療安全相談センター     ０９２０－５２－０１６６ 

 長崎県医療安全相談センター         ０９５－８２８－２２５２ 

          （医療政策課内） 

 

 

３ 関係機関・団体 

（一社）長崎県医師会       ０９５－８４４－１１１１ 
（一社）長崎県歯科医師会     ０９５－８４８－５３１１ 
（公社）長崎県看護協会      ０９５７－４９－８０５０ 

（一社）長崎県薬剤師会      ０９５－８４７－２６００ 
九州厚生局長崎事務所       ０９５－８０１－４２０１ 
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４ 各種 専門相談窓口 

 
 

  ① がん診療連携拠点病院  相談支援センター      平成28年2月現在 

  
がん相談支援センター名 問い合わせ先 対応時間 

長崎大学病院 がん支援室 095-819-7779 
月～金 

9時～17時 

長崎みなとメディ

カルセンター市民

病院 

がん相談支援セン

ター 
095-822-3277 

月～金 

8時30分～17時 

日本赤十字社 

長崎原爆病院 
医療社会事業課 

095-847-1511

（内線1169・11

70） 

月～金 

8時30分～17時 

佐世保市立総合病院

(※) 

がん相談支援セン

ター 

0956-24-1515

（内線6921） 

月～金 

8時30分～17時 

長崎県島原病院 
がん相談支援セン

ター 

0957-63-1145

（内線106） 

月～金 

9時～17時 

国立病院機構 

長崎医療センター 

医療相談支援センタ

ー 患者サポート室 

0957-52-3121

（内線5922） 

月～金 

8時30分～17時 

 （※）H28.4.1から「地方独立行政法人佐世保市総合医療センター」に名称変更 
 

＜相談支援センターの業務＞   
① がんの病態、標準的な治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見に係る一般的な

医療情報の提供  

② 医療機関の診療機能、入院･外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴

など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供  

③ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介  

④ がん患者の療養上の相談  

⑤ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する

情報の提供     

⑥ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 

⑦ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する医療相談 

⑧ その他、相談支援に関すること 

 

 
 
 
 

  ② 精神保健福祉相談窓口 

 
 

○ 長崎県精神科救急情報センター 0957-53-3982（24時間，365日） 
 

精神障害の当事者や家族・関係者の方からの電話相談に対応。 

精神障害者本人、家族および関係者の方々の緊急的な相談に対応し、県民の「安全」 

と「安心」を精神面から守り、負担を軽減することを目的としている。 

相談スタッフは精神保健福祉士、精神科看護師等で、相談内容によっては長崎県立 

精神医療センターの精神科医師が受診や入院の必要性について判断する。近くの専門病

院、クリニック、その他の関係機関との連携・紹介も行っている。 
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○ 長崎こども・女性・障害者支援センター [ 障害支援部 精神保健福祉課 ] 

（精神保健福祉センター） 

             095-８４６-５1１５（月～金曜，9:00～17:00） 
 

こころの健康に関する相談を受けつけている。面接相談は予約制で、精神科ソーシ 

ャルワーカー、保健師、心理職、精神科医師等の専門スタッフが対応している。電話で

の相談も可能であり、費用は無料である。 
 

＜相談内容の例＞   
・  日常生活におけるストレスや悩みや心配ごと 

・  家庭生活や家族に関する悩みや心配ごと 

・  職場や学校などでの対人関係に関する悩みや心配ごと 

・  眠れない、気分が沈む、不安でイライラするなどの精神保健上の問題 

・  こころの病、精神疾患の診断や治療に関すること 

・  精神障害を持つ方の社会復帰や福祉施設の利用などに関すること 

・  アルコール・薬物問題（乱用・依存症など）  

・  思春期の精神保健に関すること（不登校､家庭内暴力､無気力､ひきこもりなど） 

・  老年期の精神保健に関すること（認知症など） 

 
○「こころの電話」（長崎こども･女性･障害者支援センター内） 

                                                    ナヤムナ 

                 095-８４７-7867（月～金曜，9:00～15:15） 
 

専任相談員による“悩み相談電話”。「悩みを聴く」ことに重点を置いた電話相談で 

医療機関などの紹介は行っていない。 

相談者が気軽に相談できるように、精神保健福祉の専門家ではない、訓練を受けた 

相談員が対応している。 
 

＜相談内容の例＞   
・  日常生活の悩みごと  

・  家族や職場などでの人間関係の悩み 

 

 

 

 

 
 

 ③ 児童福祉・児童虐待相談窓口 

 
一般の人々は、少しでも児童虐待が疑われる事例に遭遇したときは、積極的にこの窓 

口に相談することが重要である。 

虐待であるかどうかの判断は、児童相談所が調査の上、することであって、一般県民 

が判断するものではない。 

また、相談･通告した事例が、調査の結果、虐待の事実がなかったとしても、そのこと

で通告者が責任を問われることはない。少しでも気がかりなことがあれば、ためらうこ

となく相談すること。相談･通告は、電話、手紙等でもよく、決まった書式もない。 

虐待以外にも子どもに関する相談窓口は複数あるので、紹介しておく。 

 

 
◎ 児童相談所  189（全国共通ダイヤル・いちはやく）  

お近くの児童相談所につながる。 

＊年中無休、緊急の場合は24時間、いつでも電話を受けている。 
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○ 長崎こども･女性･障害者支援センター [ こども･女性支援部 相談支援課 ] 

          （〒852ー8114 長崎市橋口町21-2） 095-844-6166 
 

○ 佐世保こども･女性･障害者支援センター [ こども･女性支援課 ] 

          （〒857ー0034 佐世保市万徳町10-3） 0956-24-5080 

 
 

◎福祉事務所（家庭児童相談室）  
 

○ 長崎市福祉事務所    095-829-1270  
○ 佐世保市福祉事務所  0958-24-1111（代表），095-829-1270（直通）  
○ 島原市福祉事務所   0957-63-1111（代表），0957-62-8003（直通）  
○ 諫早市福祉事務所    0957-22-1500（代表）  
○ 大村市福祉事務所   0957-54-9100（代表）  
○ 平戸市福祉事務所   0950-22-4111（代表）  
○ 松浦市福祉事務所  0956-72-1111（代表）  
○ 対馬市福祉事務所   0920-58-1119（代表）  
○ 壱岐市福祉事務所  0920-48-1111（代表）  
○ 五島市福祉事務所  0959-72-6111（代表）  
○ 西海市福祉事務所  0959-37-0011（代表）  
○ 雲仙市福祉事務所  0957-36-2500（直通）  
○ 南島原市福祉事務所 050-3381-5050（直通）  
○ 小値賀町福祉事務所 0959-56-3111（直通） 

 

 
 

○ 西彼福祉事務所〔管轄：長与町・時津町〕   095-846-8955  
○ 東彼・北松福祉事務所〔管轄：東彼杵町・川棚町・波佐見町・佐々町〕  0956-22-3211  
○ 上五島福祉事務所〔管轄：新上五島町〕  0959-54-2131 

 
 

 

○ 子ども・家庭110番 （長崎こども･女性･障害者支援センター内） 

  095-844-1117（毎日9:00～20:00） 

                          ※祝祭日、年末年始は除く 

どのような相談に対応するのか子育てやこどもにかかわる相談ならどのような相談内容で

も親から、こどもから、友人・知人から等誰からの相談でも専門の電話相談員が、話を聞いて

いる。「来所して相談は難しい」「匿名で相談したい」という場合でも相談可。 

 

 

 

○ 長崎県子ども・若者総合相談センター「ゆめおす」  095-824-6325 
（電話受付：月・火・水・金・10:00～22:00 土18:00まで） 

※祝祭日、年末年始は除く 

不登校、ひきこもり、ニート等、社会生活を円滑に営む上で様々な問題や悩みに対応する 

ため、総合的に相談を受ける窓口である。 
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④ 救急医療相談窓口 

 
 

◎ 消防機関 

救急医療の一次的な相談窓口は、消防機関である。各消防機関において、地区内の 

その日の救急当番医等の情報を知らせてくれる。 
 

【長崎地区】〔長崎市・長与町・時津町〕  
  ○ 長崎市消防局  095-825-8199 
 

【佐世保地区】〔佐世保市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町〕  
  ○ 佐世保市消防局    0956-23-8199 
 
【県央地区】〔諫早市､大村市､雲仙市のうち愛野町･吾妻町･小浜町･千々石町･南串山町〕  
  ○ 県央消防本部  0957-23-8199 
 

【県南地区】〔島原市、南島原市、雲仙市のうち国見町･瑞穂町〕  
  ○ 島原広域消防本部 0957-64-2199 
 

【平戸地区】  
  ○ 平戸市消防本部  0950-22-4199 
 

【松浦地区】  
  ○ 松浦市消防本部  0956-72-4199 
 

【五島地区】  
  ○ 五島市消防本部    0959-72-3131 
 

【上五島地区】  
  ○ 新上五島町消防本部 0959-42-0119 
 

【壱岐地区】  
  ○ 壱岐消防本部  0920-45-3037 
 

【対馬地区】  
  ○ 対馬消防本部  0920-52-0119 

 
 

◎ 初期救急医療機関 

軽症患者を対象とした外来治療施設。 
 

○ 長崎市夜間急患センター（〒850-8511 長崎市栄町2-22） 095-820-8699 

診療科目： 内科、小児科、耳鼻咽喉科 

診療時間： ①月曜～金曜の 20:00～23:30 （小児科のみ翌6:00まで） 

      ②土・日・祝祭日の 20:00～翌6:00            

      ③年末年始（12/31～1/3）の 10:00～17:00及び20:00～翌6:00   

        ＊②及び③は内科、小児科のみ  
 

○ 佐世保市立休日急病診療所（〒857ー0042 佐世保市高砂町5-1） 0956-25-3352 

診療科目： 内科、小児科、外科 

診療時間： ①月曜～土曜の 20:00～23:00 （内科・小児科のみ） 

②日・祝祭日・年末年始（12/31～1/3）の10:00～18:00  
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 健康保険諫早総合病院 

 ○ 諫早市こども準夜診療センター（〒854-8501 諫早市永昌東町24-1）0957-22-1380 

診療科目： 小児科のみ 

診療時間： 毎日 20:00～23:00 

 

○ 大村市夜間初期診療センター（〒856-0832 大村市本町413-2大村市こどもセンター内） 
 0957-54-9911 

診療科目： 内科、小児科 

診療時間： 毎日 19:00～22:00 

 
 

 上記医療機関の他、各地域の医師会が「在宅当番医制度」により休日診療  

を行っている。長崎県医師会ホームページや新聞により確認できる。 

  http://www.nagasaki.med.or.jp/zaitaku/index.htm 

 

 
◎ 二次救急医療体制 

一般的な入院または専門性の高い病気に対応する医療体制をいう。 

地域の複数の病院が輪番方式で対応する「病院群輪番制方式」による体制が中心で 

あるが、輪番制病院を補完する「救急医療協力病院」もある。 

 

◎ 三次救急医療機関 

救命救急を必要とする重篤患者を受け入れる医療施設。 
 

○ 長崎大学病院 救命救急センター 
 

○ 国立病院機構長崎医療センター 救命救急センター 
 

○ 佐世保市立総合病院 救命救急センター 

（H28.4.1から地方独立行政法人佐世保市総合医療センターに名称変更） 

 

 

 

 
 

⑤くすり関係の相談窓口 

 
 

長崎県薬剤師会 医薬品相談窓口  095-846-5918 

                 （10:00～12:00、13:00～16:00） 

 

 

医薬品副作用被害救済制度の相談窓口  0120-149-931（フリーダイヤル）  
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施している医薬品等の健康被害救済制度。 

事業の詳細は、P２３～２５「副作用救済給付制度（医薬品医療機器総合機構）」を参

照。 
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 ⑥法律相談窓口 

  
                    なやみなし 

法テラス（日本司法支援センター） 0570-078374 

      （月～金 9:00～21:00，土 9:00～17:00） 

＜業務内容＞   
◆  情報提供業務 

問い合わせ内容に応じて，法制度に関する情報や，相談機関・団体等（弁 

護士会，司法書士会，地方公共団体の相談窓口等）に関する情報を提供する業

務であり、下記法律相談センターのような法的判断等の法律相談は行ってい

ない。  
◆  民事法律扶助業務 

自分で裁判費用等を負担することが困難で、勝訴・和解等解決の見込みが 

ある方を対象に、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、

裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立て替えを行う業務。 

 

長崎県弁護士会法律相談センター 
 

【長 崎 市】 （場 所：〒850-0875 長崎市栄町1-25長崎MSビル4F）  
◆ 有料法律相談 

予約電話番号： 095-824-3903 

相談日・時間： 土曜日 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円   
◆ 無料法律相談 

予約電話番号： 095-825-9292 

      前日（月曜）の13時からで10名まで受付。 

    （月曜が休日のときは当日10時から受付） 

相談日・時間： 火曜日 12時～17時 

留 意 事 項 ： 相談時間は20分以内に限る。 

     同一内容につき2回まで（交通事故相談は5回まで） 
 

【佐世保市】 （場 所：〒857-0806 佐世保市島瀬町4-12）  
◆ 有料法律相談 

予約電話番号：0956-22-9404 

時 間：   水・土曜日 13時～16時 

費 用：   30分程度 5,000円  

 

【大 村 市】 （場 所：〒856-0826 大村市東三城町6-1 大村商工会議所小会議室）  
◆ 有料法律相談 

予約電話番号： 095-824-3903（長崎県弁護士会） 

相談日・時間： 月曜日 13時～15.時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円  

 

五島法律相談センター（場 所：福江文化会館） 
 

予約電話番号： 095-824-3903 

相談日・時間： 木曜日 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円 
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しまばら法律相談センター（場 所：島原商工会議所） 
 

予約電話番号： 095-824-3903 

相談日・時間： 金曜日 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円 

 

 

ひらど法律相談センター 
 

【平 戸 市】 （場 所：平戸市 宮の町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ･ｺﾒﾙｼｵ）  
予約電話番号： 0956-22-9404 

相談日・時間： 毎月第2金曜日・奇数月の第4金曜 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円 
 

【松 浦 市】 （場 所：松浦市文化会館）  
予約電話番号： 0956-22-9404 

相談日・時間： 偶数月の第4金曜 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円 

 

九弁連・対馬弁護士相談センター （場 所：対馬市商工会厳原支所） 
 

予約電話番号： 092-738-8801（直近の相談日の担当弁護士事務所へ転送） 

相談日・時間： 火曜日 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円 

 

ひまわり基金・壱岐弁護士相談センター（場 所：壱岐市郷ﾉ浦町郷ﾉ浦築町46-4）  
 

予約電話番号： 0920-47-1716 

相談日・時間： 火曜日 13時～16時 

相 談 費 用 ： 30分程度 5,000円 

 

※上記の他、市町が主催する市民・町民法律相談もある。 

 詳細は、各市町の広報誌を読んでいただくか、各市役所、町役場に問合 

せ下さい。 

 

九州・山口医療問題研究会 長崎弁護団事務局 
 

予約電話番号： 095-827-4314 

相談日・時間： 担当弁護士と相談の上、決定 

相 談 費 用 ： 1回 10,500円 

留 意 事 項 ： 医療事故の法律相談を希望する方に、担当する弁護士を 
     紹介する。相談回数は１回。 

     それ以降の法律相談、調査活動、訴訟などについては、 

担当弁護士と相談者の契約となり、事務局は関与しない。 
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⑦医療相談を実施している民間団体 

 

 

○ NPO法人 患者の権利オンブズマン  
 

医療・保健・福祉・介護に関する苦情や疑問等について、無料の面談相談を行ってい 

る。 

県医療安全相談センターと同様、患者・家族が医療機関と直接対話し、苦情が解決さ

れるよう支援する窓口であり、患者･家族の代理人としての交渉は行っていない。必要に

応じて、同行支援も行っている。予約制。 
 

予約電話番号： 092-643-7577（月・金 [祝祭日を除く] 12:00～15:00） 

相談実施日：   月･金 詳細は予約時に案内 

相 談 会 場 ： 福岡市内（詳細は予約時に案内） 

        北九州市内（毎月第２・４水曜日） 

 

   その他、熊本、東京にも専用受付ダイヤルがあり、熊本市内で月１回、東京都内で月２回、 

横浜市内月１回面談を実施している。 

 

 

○ NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML（コムル） 
 

医療を消費者の目でとらえようと、1990年9月に結成された市民グループ。 

医療に関する相談の他、“病院へのかかり方”、“医師とのコミュニケーション技法” 

などに関する講座の開催などの活動をしている。 

医療相談に関しては、相談スタッフが、医療の専門家や行政職員ではない。自らも 

患者、あるいはその家族である一般市民であるのが、最大の特徴。患者・家族として 

同じ悩みを分かち合いエンパワーし合うという自助的機能が期待できる相談窓口。 

COML = Consumer Organization for Medicine & Lawとは「医療と法の消費者組織」 

を意味する。 
 

相談電話番号： 06-6314-165２ 

相談実施日時： 月～金  9時～１２時，１３時～１７時 

土   ９時～12時 
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５ パンフレットの抜粋 
 
 ① 特定医療費（指定難病）のしおり Ｐ１と対象疾患名 

 

出典 長崎県国保・健康増進課ＨＰ 
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 ② 「医療事故調査制度」の概要 
 

 出典 日本医療安全調査機構（医療事故調査・支援センター）ＨＰ 

 

 

 

 


